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ひとこと

　「児童の権利条約」批准後、子どもの人権擁護の思潮がいっきに

高まり、さらには社会福祉基礎構造改革の理念・基本的方向におい

て、厚生省が利用者の権利擁護への積極的な姿勢をとったことで、

いっそう拍車がかかったようだ。かつて「権利としての福祉」とい

う捉え方にあれだけ冷淡であった国や地方自治体が、権利擁護シス

テムに遽進している姿をみて、疑心暗鬼になって素直に喜べない。

　それは措置制度のもとでは、利用者の権利擁護は問題にせず、選

択契約制度になれば権利擁護システムが必要だということは、いっ

たいどういうことなのだろうか。まさか、利用料を払う者には権利

擁護を認め、払えない者には認めないということなのか。

　子どもの権利擁護の主張はまったくの正義であり、それに対して

反論したり疑問を呈することは邪道なのである。このことが、現在

の施設現場を混迷させているのかもしれない。

　施設職員の体罰問題などを主としての権利侵害が指摘されている

が、体罰などは権利擁護以前の問題で、人間として最低の行為であ

る。だが、いくら権利擁護の必要性を説いても、それが抽象的なス

ローガンの羅列では、施設現場は違和感をつのらせるだけである。

心の癒しが不可欠な子どもを処遇していくには、職員の権威や管理、

指導を放棄し、子どもの自主性を尊重すべきであるという短絡的な

考え方がある。そこには、権威や管理や指導が反権i利性の代名詞と

して扱われている。子育てにはt権威や管理や指導は全く不必要だ

という考え方には賛成できない。専門性がさほど高くはない施設（職

員）は、日課を撤廃したり、指導という言葉は使わないとか、子ど

もの自主性に任せるとして、できるだけうわべだけのコミュニケー

ションしかとらないなど、人間を深いところで見つめることができ

なくなってきている。この呪縛をとくためには、月並みだが職員の

専門性、とりわけ倫理性の確立が課題になってくる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・福島一雄
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子どもの権利擁護システム確立の

意義と課題

特

子どもの権利擁腫

　　　　　　　　　　　　　　　　　たか　1±し　しげ　ひろ

㍑；蕊篇繍懲家、綱，搬高橋重宏

　プロローグ

　『カ・｝’ダはlll：界で舵も人権意．識の進んだ国です．．ぜひ、

その実態も学んで帰ってドさい．．ヒJl．一マン’り’一ビスの

1川でも学ぷべき多くの内容があります』来賓として招か

れた増井IE在トロント1．1本国総領事の」喪拶の一・部であ

る．．総領．；］Pだから外交的に配慮した発パと憶測する人が

いるかもしれないt．tだが、増井氏は11ng政府外務省の元

人権難民ぷ長、政府を代表しジ；t，イ・一プにある国連の．人

権委員会に参加した人だ◇日本の、各川の人権問題の実

態を熟知した人の発．、i’であり、低みがある。．’∬実、カナ

ダ政府は、1匪1連川際女性イ1三、匡1述］：どもサミット、国連

川際家族年をはじめ国連の人権関係のプログラムの提川

川として強力なリーダーシップを発揮している。

　これは、1991年6月51111本θ）∫りF修卜］1・行30人を歓迎

するトロント大学R．ブリチャード学長1モ催の“食会の

席ヒ、オンタリオ州政府、ソーシャルワークの機関の代

表、約50数名を前にしての挨拶である

　2年｜IUトロン　トにジ8らし、　」「・ども、　友・i／1三、　障毛1；：者、　老

人、少数民族など社会的に弱い、ll：」易にウ：ちやすい人kの

人権を守ろうとする政府の、民問団体の活動に触れ、改

めて日本人の人権意識の遅れを痛感した、，

　これ以降、改めて見直すと、カナダでは多班層的な子

どもの権利擁漉のプログラムが成熟していることに気づ

かされた。ソーシャルワーク実践の1川勺が．r・どもの権利

擁北におかれている．

　例えば、①．∫・どもの権利・責任ノート、②オンタリオ

州コミ：Lニティ・ソーシャル・廿一ビス省∫・ども家庭サ

ー ピスアドポカシー事務所、③J「・ども法律家事務所、④

r・どもと占：少年のためのIE義（弁1護1：によって運営され

lrl法省からの補助余を受け、］’・どもや青少年の権利を’・）：

るための介護活動を行っている｝などである．また、民

liU　l，iuagとしてはDCIカナダ等の活動もある　tt，そして、

なんとばっても、びっくりしたのは、19M年「児洞〔‘油L

法」から「．t：ども家庭サービスV去1（Child　《md　Famiiy

Sc1・viccs　Act）に大変革したオンタリオ州の法1．Pである．．．

そのi僻冬1・隈には（1）r・どもの妓善の利益、②．r・どもの保

護、③∫・どものウユ．ルピーイングを促進することを掲げ

ている。また、前記のJ’一どもの権利・責任ノートの根拠

となる条文が第13条に、インケアの∫一どもの椛利として

明記されている、．

　QJ意見をklY］して聴いてもらう権利

　②ll’．1分のケアδ1’i［lii策定に参i‖llする権利

　③体罰からFjlliである権利

　④適切なヘルスケアを受ける権利

　⑤教育及び宗教の権利

　⑥白分が坦li解できる方法で、法のもとでの自分の権利

　　を知らされる権利

　⑦里親やグル・一プホーム怜での規川、懲罰及び責任に

　　ついて川解する糀利

　⑧家族と接触する旅利、及びプライペートに弁護1：、

　　アドボケート、オンブズマン、または、オンタリオ州

　　州議会議nまたは速lll；政府議会議L．］とli」「fをする権利

　⑨正当なブ．ライバシーの権利

　⑩苦情の訴え方やアドボカシー・tlf・務所の存在を知る権利

　⑪年齢にあった適∪」な衣服を若る椛ポll

　⑫レクリエーシmンの権利

　また、オンタリオ州コミ：Lニティ・ソーシャル・サー

ビス省j：ども家庭サーピスアドボカシー事務所について

は、第102条に次のように規定している。

la）アドボカシーの1旬度を整合・調整、運営・｛「／1；工：‘［1し、

　　法廷以外において、認．［．i］’を受けたサービス、または、

　　認1‘∫’を受けた施1没が購人しているサービスを受けて

”
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　　いるか、求めている∫・ども家庭を代弁し、

（b）これらの1’・ども及び家庭の利害に閲係する事柄や

　　問題について、人臣に助ぼし、

（c）この法律、または、1984年に改訂された他の法律

　　の叩のC．5、S．98の基での規定によって’」えられ

　　た、他の1司じような機能を実践する。

第1｛〕3条（1）J’・どもは以ドの権利を持っ：

（a）定期的に、プライペートに家族と話したり、家族

　　を訪問したり、家族の訪問を受けたりできる。但し、

　　条項（2）の条件がある。

（b）ゾライベートに、以．ドの人と話したり訪問を受け

　　たりできる／．t

　（i）　∫・どものず6蔓．1：

　（iD　lo2条に基づき、1’・ども家庭サーピスアドポカ

　　　　シー三∬務所によ’》て任命された代弁者（アドボ

　　　　ケイト）を含む、他に子どもを代弁する人

　｛iii）オンブズマン法の基で任命されたオンブズマ

　　　　ン、及びオンブズマンの職貝

　（iv）オンタリオ州議会の議員h又はカナダ連邦蔵会

　　　　の議目

（c）他人によって読まれたり、検査されたり、検問を

　　受けることなく郵便物を川したり受け取ったりでき

　　る心但し、条項（3）の条件がある。

第1〔｝8条　保護を受けているr・どもは、］”どもが理解でき

るレベルの；．了菓で、以．ドの〕［項を知らされる権利を持つ。

（a）この条項で規定されているr・どもの権利

（b｝内部の苦情処理．］三続き

（c）j「一ども家庭サービスアドポカシー事務所の存在

（d）12歳以1：の∫一どもに提供されている再審杏の乎続き

〔e）r一どもが留置されている場合、IV条（少年犯罪）

　　第97」頁｝こノ占つくtlFfi；4tiの手栴1こき

〔f）保護されているr一どものエ：〔任

（g）居住サービス施1没での、懲戒子続きを含む、「1常

　　の迎営に関する規則

　以．Lの∫∬柄は、グルーブホーム等へ受け人れられた段階

で、実質的に．r・どもがPli解できるレベルで説明を受けるc，

　このうち、．r・どもの権利・責任ノートは『月刊福祉』

で日本に紹介した。また、資生堂祉会福寺ll：事業財団から

出版していただいた。これがきっかけとなり、大阪府が

1］本で放初の『j：どもの権利ノート』を作成している。

　1990年オンタリオ州政lt，「のコミ：Lニティ・ソーシ／’ル

世界の児帝とび性

サービス省大臣宛に出された90年代の∫・ども家庭施策

のあり方を提示した『まず、∫一どもをlliどものための

サービス諮問委日会報告〕1｝：』オンタリオ州政府コミュニ

ティ・ソーシャル・サービス省、1990．（Children　First、

Rep（，1’【o「Thc　Advisevy　Cenimittee　on　Children’s　Serv－

ice．g，lg90）のlll　一（一、　∫・どもの権pmlU（righ【S）、つまり、righIS

という言葉が社会的に｜｝∫民権をi：張する集団、特に女性

や人種差別と闘う集団によって使川され闘争的なイメー

ジがあるので、∫一どもの場合には「エンタイトルメント」

（cntitlcmcnts）という概念を使用しようという提案がなさ

れたttだが、実際には「権利」Crights）で・般化さiLている、

　1．日本の動向

　i伐後U本の児童福祉の歴史の中で「∫・どもの人権」を

19一くから社会的に啓発してきたのは、全国社会福祉協1；義

会児償福祉部に所属する全国養護施設協議会が中心とな

り、乳児福祉協議会、母］㌘寮協議会などが協力して開催

してきた「人権集会」であろう。昭和43（1968）年から

「壬どもの人権を守るために』と題する集会を開催して

いる．，第91‘i’［の集会は、児飛態鋪；7制定25hty，pを記念し［lli

和51年12月411有楽1｝1∫の朝11講’15：で1：lt｛r：され、　Ilil記3ト1．1

体と朝1．1新聞厚’じ文化．’1‘業団、NI．IKIi、｛生文化’∬※IJ1が

・ヒ借し、｛こ国人権擁護委貝連合会、東京都人権擁護委貝

連合会が後援している。

　これらの成果は、児竜養護施設で生活しているr・ども

たちの作文集養護施設協議会編ri立くものか作文集・∫・

どもの人権10年の証、．「（ll∬紀：酢房、　LO77｝』となって結

実し、社会的に多く〃）影響をb’・えたtttさらに、全社協整

護施設協議会編『続泣くものか作文集・子どもたちから

の人権の訴え（亜紀．i’1；二房、1990）』が川版されている，

　だが、わが国で、lr・どもの権利」、「∫・どもの権利擁

漫」というぼ葉が登場してくるのは国連のf’どもの権利

条約採択（1989年）以降である。主な．f“ども家庭施策の

提言を見る．と、以下の通りである、、

●］989年2JIl6［l　r提i謝｝たな「児償家庭福祉」の推進

をめざして』児市家庭編祉懇談会・全国社会福祉協議会，，

　本撮告では、国連1「・どもの権利条約〔案）の啓発・批

准の促進の提、．1、また、オンブズマン制度の媒人を提言

している。

●1993年7）i291．1『たくましい．1：供’明るい家庭・活力

とやさしさに満ちた地域社会をめざす21プラン研究会報
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告間：」－H・］t・の未来21プラン研究会・厚生省。

　この報告書では、子どもの権利条約が基調におかれて

いる。そして、子ども家庭．施策の基本理念として「権利

．毛体としての子どもの位置づけ」というタイトルで、次

のように述べている。

　「児ψ：の権利に関する条約」は、．r・どもの保護に閲する

親、国、iLb　h’自治体及びト1：会の共同貰任とともに、「権利行

使の土体としての∫・ども．」という視点を打ち川している。

　児横家庭施策を批進し、個別の援助を進めるにあたって

は、放大限、i：ども白身の意見も反映する努力が必‘疫であ

り、さらに、自己の意晃を表明する力の弱い∫・どもたちに

ついても、そのニーズに添った［．児蔽の浪善の利益」1こか

なうサービス提供がなされる体制を整備すべきである。

　なお、r・どもの1健全育成．1を図’）ていくに当たっては、

r・どもを・定のノ∫向に導いていくという側而のみを強洲す

るのではなく、子どもが生まれながら有している成長、発

達のi’‘丁能性を敢大限発Pドできるように支援していくという

視点が爪要である．tt

●1994年7月r国際家族年21｜［b紀を担う子どもの豊かな

環境づくり宣言』児童環境づくり推進会議・厚生省。

　本宣言では、「子どもたちの本当の声に耳を傾けよう」

として、次のように呼びかけている。

　「児．竜の施利に関する条約（子どもの権利条約Uを知

っていますか。この条約は、’r・どもたちに酬わっている権

利を雌i∬し、i’どもたちに対する保護や援助の促進と杜会

参画を図ることをめざしています。∫・どもはt［：会ぴ）・貝で

す。y・どもたちが素直な心で自山1ご意見が述べられる場を

作り、その声に耳を傾けるとともに、それを受け人れる仕

紐みをト．1：会に作っていきましょう。

●1994年12月16日「エンゼルブラン：今後の子育て支援

のための施策の基本的方向について』文部・厚生・労働

・ 建設4大臣合意白

　本プランでは、基本的な視点が3つ掲げられ、その第3

番目に「r育て支援のための施策については、子どもの利

益が最大限尊重されるよう配慮すること」とされている、，

●1995年3月24日かながわ子ども未来司’画検詞’委貝会報

告稗『．∫三どもたちのたびだち一子どもの「人権の尊重と

白己実現（ウェルビーイング）」をめざして一』かなが

わ子ども未来計画検討委員会・櫓奈川県c、

　本報告書は、子どもの椛利条約を基調にしている。具

体的には、「子どもの人権救済機能・代弁機能・調整機

能」のシステムを新設するよう提言しているvこの提言
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が1998年10月川・1にE．1本で最初に始まった「神奈川県了・

どもの人権審査委貝会」で具休化されている。

●1995年9月大阪府子ども環境づくり推進協議会『大阪

府子ども総合ビジョン』、大阪府社会福祉審談会「今後

の児籏福祉施策のあり方について』。

　この報告の叩で、「子どもの権利ノート」の作成と配

布、「」t’どものアドボケート（権利擁護）委貝会（仮称）」

の設概等が提言されている。

●1998年4月271：1かながわ子ども未来計画推進会灘．Jnど

もの人権部会『神奈川県における「子どもの人権を守る

しくみ」づくりに向けてく子どもの人権部会報告ほ〉」

神奈川県禰祉部。

　この報告で、「かながわ．F・どもの人権相談室事業」、①

子どもの人権審査委貝会、②児童処遇評価事業、③相談

事業（子ども人権ホットライン）、④普及・啓発事業に

ついての具体案が提示されている。

●1998年7月30【二1東京都児童宇臓祉審議会意見具申『新た

な丁・どもの権利保障の仕組みづくりについて』東京都福

祉局

●1998年9月11　Ll－1子どもの権利擁護システム検討委貝会

r子どもの権利擁護システムの構築に向けた試行のあり

方について』東京都福祉局。

　このttつの．報告書で、東京都における子どもの権利擁

護システムの必要性、子どもの権利擁護委員会の具体案

が提示されている。

　このような流れの中で、1998年10月1nから『子ども

の人権審査委頂会』神奈川県が、1998年11月1日から『子

どもの権利擁護委員会』東京都がスタートしている。

　2．社会福祉基礎構造改革と子どもの権利擁護

　1998年6月17日中央．社斜1高祉審議会社会福祉構造改’＃Ti／

分科会から「社会禰祉基礎構造改革について（中間まと

め）』が公表された。改革の基本的方向として①サービ

スの利用者と提供者の対等な閲係の確立、②個人の多様

な需要への地域での総合的な支援、③幅広い需要に応え

る多様な主体の参入促iE、④信頼と納得が得られるサー

ビスの質と効率性の向上、⑤情報公開等による事業迎営

の透明性の確保、⑥増大する］SVJIJの公CFかつ公正な負

担、⑦住民のfft極的な参加による福制：の文化の創造等を

掲げている。そして、祉会福祉事業法及び関連法令の改

lEを含め、制度の抜本的な改革を提言している。改革の



具体的内容では、1、杜会福祉事業の推進（杜会福祉11

業、杜会福祉法人、サービスの利用、権利擁護、施設整

備1、2．質と効率性タ）確保（サービスの質、効率性、人材’

養成・確保）、3．地域福祉の確．i？：（地域福祉計画、福祉

，II務所等行政実施体制、礼会編祉協議会、民生委貝・児

li委U、共同募金｝について改革θ）方向を提ばしてい1，　．．

　この撮告の中で、［権利擁蒙」については以ドのよう

にまとめられている．，

　【権利擁図

○痴オ・の高齢者、知的i；草害者、梢神陀害者など、自Lし決定

能ノJがtlk　l」1している者’の権利を擁漫し、地域において安心

して小活を送れるよう文援する必要か商ま・Jている．．

O現行の禁治産・準蜘i’1爪制度などのili［］度は種々観点から

利川しにくい制度となっているとの指摘がされているた

め、川己決定のF惰取、障害のある人も家庭やlti戯で通常の

牛活ができるようにする杜会づくり〔ノーマライゼーショ

ン）等の繰ノ∫に駕11応！，、柔軟かつ川ノJ的な干1］川しやすい

権利擁漫の制度が・ピ・要となってきている．．

C）このため、現在、法務省においていわゆる［成年後見制

度1の検討が進められており．また、各地のト．1：会制祉協ト褒

会びにおいて、痴呆の高齢者、知的障害者、柑神1｛章害者等

にk・1’して11常生活の1・【1談援助、財産管埋などを行う取組力｛

タ〔｜ま・・）rぐし・る。

．’ ㌔ノ♪後、1．bkζ卜f受↓己；lr1↓1吏．la）‘‘1．1賜）序人力ξロ｛まれるとともし二、

財’r麩智；理にとどまらず、il常小活上の支援を行うことが」く

変低要であることから、社会福祉の分野に才〕いても、成年

後見制度や、高齢者、障害．者、LU　e着：等による各穐サービス

の適1トな利川などを援iリ〕する制度の蒋人、強化を図る必’茨

がある、．

　ここでの提示は、高齢者と障｝者をi三たる対象とした

成年後見制度が叩心に掲げられている．、だが、オンタリオ

州の1’一ども家庭福祉の分野のような法律に基づいた権利

擁護システムが義務的に整備されていかないと、ifi要な

問題が看過されていくのではないかと危供するのである。

　わが国では、f・どもの権利条約が批准・発効するIW後

から］：ども家庭福祉の分野においても多様な権利擁護の

取り組みが本格的に始まった　先述の、人阪府が始めた

lr・どもの権利ノート1の作成配布は、埼．じ県、T－S・県でも

行われている。さらに、東京都や神奈U助」でも準備がされ

ているc，北海道の児1∬養護施1没協r破会（よ、24施設が協定

して1．30項日にわたるケアノ，9準」を策定し公表している，

　さらに、1998年1011からは神奈川県がll本で初めての

lll．・　？“の児帝とけ付

「’r・どもの人権相談室事業」をスタートさせた。この］C

業は①了・どもの人権審査委貝会（イ1護士、医師、学識経

験者で構成）、②児童処遇評価．，“・　w：、③」：どもの人権相

i淡室事業等から構成される、，これらの多様なプログラム

が1’・ども家庭福祉のみならず、礼会福祉全体で全国的に

普及していくためには、改正が〕三定される社会福トlll‘業

法の中にきちっと根拠が位置づけられることが必要不可

欠であろう。中社審中間とりまとめで指摘されている1多

様な小業．じ体の杜会福‡］1：への参人が・層進むと見込まれ

るなかで…」という民問事業者、NPO等の「福祉．’∬業」

参人を考えた際にその意味は益々鴉擾である。さらに、

当然これらの権利擁護システムの整術を社会禰祉｝〕1人も

受け人れ推進していかなければならないt．tだが、現実に

は．Fども家庭福制：の分野で、例えば、北梅道児ψ養誰

施設協議会が策定した「ケアノよ準．1．も他の地域へ組織自り

に広がtJてはいない。

　3．エピローグ：これからの課題

　カナダの連邦政府レベルでは、「カ」．’ダ権利と自由の

憲’伐（Canadian　Churlじ1・ot’Rightg，　and　Frecdems．19．　82）」、

州政府レベルでは「オンタリオ州人権基準COnlario　Hu－

man　Righls　Code．19．　81）」が基礎となり、了・ども家庭編

祉の分野では、「r’ども家庭サービス法．1によりその権

利擁護システムが規定されている。わが国においても、

ぜひ児苗福祉法のP［］に、「r・どもの鮫善の利益」、「．子ど

もの．権利擁護」について明記してゆくこと、「jt’どもの

権利・☆任ノー一ト．1等の根拠の条文を明記することが必

要不Li／欠なi釆題となる、、先の1997年児，」口：福Wl：法改111の際

に、当li、トの高本俊明lrλ生省児竜家庭局1蔓は、児il福祉法

改1じは駅伝．方式で行っていくと宣言されている（『世界

の児1†〔：と［りr性』第dO号、1996．｝。第・走者に続く、第1

走者0）登場を心待ちにしている，、

参考文献
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児童福祉施
子どもの権利

設における親権と

一権利擁護の法的課題

　　　　　　　　　　ひら　ゆ　　まさ　と
平湯法榊務所弁謝・平湯真人

　1．はじめに

　r・どもは通常、親によって養育され、その椎利も

通常、親によって擁護されるが、養育状況は・様で

はなく、①親に養育されているj：ども、②親の元に

はいるが、養育状況に著しい問題点がある了・ども、

③養1遊施没など代替的蕊i褒のもとにある1”ども、の

いずれであるかによって権利擁護の課題は異なる。

　ここでは③を中心に親、r・ども、施設の問の法的

関係を検討するが、②さらには①と深く共通するも

のがあることは後に述べたい．‘

　2．施設と子ども・親の法的枠組み

　児帝：福祉法47条は、児1世福祉施設の艮の、kl場とし

て「人所中の児巾で親権を行なう者のないものに対

し……親権を行なう、、入所中の児爪で親権を行なう

者のあるものについても、監護、教育および懲戒に

関し、その児竜の福制二のため必要な措置をとること

ができるt／」と定めているtt、

　「親椛」は民法820条以ドにより、監ri※教育権（貝

体的には居所指定権・懲戒権・職業許r1∫権など）と

財産管理権と文・1みト的代理権を意li）十1し、　f’・どもはその

親権に「服する」（民法818条）ことになるt。従って

施設長は、親権者のいないr・どもに｛よ親権を行使

し、親権者のいる了・どもについても　・定範囲の親権

を行使することになり、その場合の親権者は、その

範1川で親権を1団限される、ということになる。

　このように施設とゴ・どもの法的枠糸llみは「親権」

をil±心に構成されている、なお児‘］X福祉法で1ま施i没

長をiこ体とし、施1没職日はその補助者と考えている

が、］’・どもとの関係では施設職貝が直接対応してい

るので、ここでは施1没長を含めて「施1没職貝」と表

現する。

　以ヒのような法的枠組みを前提にして、施設職貝

とr・どものFX係は、従前から次のように埋解されて

きた、とぼってよいであろう、、

　まず、親のいない1”・どもに対しては、施設職日は

親代わりとLて、しつけ・折椎・体罰や千紙の聞封

等が当然に許され、対’外的にはr・どもを代］阻し、T・

術の1司意権等をイ∫する．t

　また親がいる場合でも、JLどもに対しては施設1こ

いる問の親代わりとして視がいない∫一どもと同様の

ことカ㍉∫1；され、対’夕FI］9には緊名しllびのttJ’…十rcl・　〔丁…i’「li

等の）同意権を有し、親との関係では’定の場合に

は面会・通信等を制1‖↓できる。

　これらが従前の川解であった、ということを前提

として、今施1没における了・どもの権利擁護の具体的

課題は何か、を検討したい

　3．施設職員と子どもの関係

　　　　　　一「親代わり」意識をどう考えるか

　以ヒのように、親がいるといないとにかかわら

ず、施設職貝は当然「親代わt）　iであると自らも意



1識し社会的にも言忍識されてきた　親に養育され得な

い1’・どもたちに対’してr・〈　f・it住の‖1話をL、勉強を見

たり話相f：になったりし、社会に川るためのしつけ

をした．．t交友関係に不安・があればr紙も開封1した．

人r不足のため余裕のない中での「規代わり」は容

易なことではなく、∫一どもを集川として管川’せざる

を得なくなって、それが折艦や体罰を川む↑テ景とも

なった．また余裕のないlilで充分「親代わり．」がで

きない、という焦り・「1↓1〔感や過労から、就職後短

則‖1で1燃えつき症／l対洋．1と，．亨われるように、不本

意ながら退職せざるを得ない、という状況も生じた．「

　このような状況のドで、i祝代わり1意1戦を脱皮

し、馴1り職としてのケアワーか一・を日指すべきだ、

という考えが出てきてもおかしくない．それは2つ

のノ∫向から出てくる　ひとつは、所詮、親と同じこ

とができるわけではない、もっと冷静にやれること

を見．極め、「燃えつき症候群1を防ぎ、∫・どもとの

長期間のかかわり（バーマネントケア｝を保障しよ

う、というもθ）である。

　もうひとつは、1：どもへの権利侵川としてのf4“iVj

や］三紙の陶封’を許容する意識を払拭しよう、という

ものである，，親ではない以ln、やってはならないこ

とがある、という疹えは、　・定限度で権利侵害を抑

ILするからである

　しかしながら、施設1峨貝によるf・どもへの権利侵

害を牛む・P‘鴇；1となるのは、「親代わり1意識そのも

のではなくて、そもそも「親1が何をしてよいか、

してはならないか、が誤解されているのではないだ

ろうか、．すなわち「親権」の理解の問題である．、

　4．親権の本質

　規権は親の1権利」と）：li判z（されがちだが、民法820

条には「親権を行なう者は、∫・σ）監護及び教育をす

る権利をイ∫し、義務を負う，，1と表現されており、

1｜1／dl“の1”　fr（ヒ1：月’1

権利と義務を複合したものと定められている．

　も・．）ともn体的に親権の内容として列挙されてい

るのはすべて権利（川lll指定椛・懲戒権等）であつ

て、祝の∫・に対’する「義務1については具体的に規

定されていない．，〔扶養義務については民法877条で

「直系｜「｜1．族．1　ll．ljの義務として、教育を受けさせる義

務については学佼教育法で親の国家仕会に対する義

務という色彩で、定められているにすぎない．）そ

して「∫・は親権に服する」という表現と祁まって、

親推とは親の権利である、と川解される背景になっ

ていることは否定できない．．

　このような規定の仕方は、現行民法が戦後改lllを

罧てはいるものの、親ユ㌘関係についてはほとんど戦

前の民法を踏襲しているためである

　しかしながら戦後の児・7（：憲r；’／tに始まるr・どもの礼

会的地位の向1－．は、児lf・1祈祉法・少年法等に体現さ

れているのであって、民法の刑釈においてもV（かれ

るべきものである．、

　周知1θ）ように、親による虐待の場合に活川されて

いる民法83’i条の「親権喪失］は親権の［濫川1ま

たは「不行跡」が要件とされているが、これは養育

　（監li隻教育）義務に迩反した場合とぢえることで説

明がつけやすくなるのである、．

　そして戦後の歩みの中で」tどもの権利という概念

が定着し、f・どもの権利条約に至ってさらに明確に

なi）たことに対応し、親権の義i務としての性格が明

らかになってきた、と，．「えよう．

　したがって現在では「親権1という表現そのもの

の妥’1壬性が疑問視されるに至っている．ドイツの民

法は親権というほ躯を廃し、かつ「屈［痢、勺教育r；段

は許されない」と規定した．．またスウ．1．一デンの親

∫・法は「．r一どもは、体罰を受けたり、危害を加えら

れたり、屈ぴ的な扱いを受ける対象となるべきもの

ではない．1と規定した，これらは、親といえどもし
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てはならないことを明碓にしたものであるΩ

　5．子どもの権利と親の義務

　従米、親権を親の義務と考える場合、親の義務と

は．r・どもを養育（監護教育）する義務であり、これ

に対応する子どもの楡利は「養育を受ける権利」で

ある、と表現されることが多かった。もちろんこれ

で間違いではないが、より］Eしく表現すれば、j：ど

もの権利とは成長発達する権利であり、親は成長発

達を援助する義務がある、というべきであろう。

　－f’どもは社会の中でさまざまなものを吸収しつつ

責任をともなった自已決定を学び、白立していくこ

とが保障されなければならない。このような成長発

達を援助する義務は社会全体あるいは社会の大人全

体が負っているが、第ユ次的には親が負うことにな

る。

　義務の具体的内容としてはさまざまなものがある

が、． r・どもの言葉に耳を傾けることから始めて、子

どもを・人の人格としてli5重することが、基本的な

内容ということができよう、

　なお、」「・どもの権利と親の権利が衝突する場合が

ある、と説明されることがある。虐待の場合に親子

分離（親権喪失や強制人所）を．裁判1り〒が認めるかど

うかの時に、「親の権利を制限する不利益処分だか

ら、親の意児は必ず聴かなければならない」という

ように。しかし「親権」について以ヒのように考え

るならば、実は親（だけの）の権利が制限されるの

ではなくて、家族が共同で生活する権利が1聞限され

るのであり、子どもの安全のために、その制限を認

めるべきかどうかについて、親も子どもも各々発言

権がある、ということではないだろうか。

6．子どもの成長発達権への侵害

了・どもの成長発達権は、さまざまなかたちで軽視

8

され無視され損なわれている。学歴差別など社会に

よる権利侵握もあるが、親による権利侵害もある。

　親による権利侵害としては、身体的虐待や性n勺虐

待、家庭崩壊の中での養育放棄など典型的な虐待に

限らない。J：どもに過度の勉強を要求し、これに応

えれば溺愛し、応えられなければ罵倒し加視し軽蔑

するとすれば、劣等感を植えつける心理的虐待と言

えるであろう。またfどもは進路選択や交友範囲の

選択にまで親の意に従うままに成長するとすれば、

自己の責任による行動決定を学ぶことができず、自

立を妨げられるのであるから、明らかに成長発達権

を侵害されたものと言うべきであろう。

　虐待を受けた了・どもについても、外形的な権利侵

害だけでなく、それによって大人に対する信頼感を

失い、ひいては他人と人間関係をもつことができな

くなる、という点において、白立を妨げられ成長発

達権を侵害されたものと言うことができる。

　そして虐待等によって親による養育を受けられな

い」t・どもは児1’［〔福祉施設に入所するのであるが、こ

こでも施設職員による権．利侵害が生じ得る。

　施設の課題は、人所前にf’どもが受けた侵害の結

果たる心の傷を癒し、大人への信頼を回復させ、劣

等感を克服させてプライドを回復し、自立に向けて

成長発達を援助することである、、そのために、ゆっ

くり話を聴いてやる職員が必要であり、家庭崩壊の

ためなおざりにされた学力の向．ヒのための援助が必

要であり、自分を励ますためのプライベートな空側

も必要であろう。

　現在の児童稲祉施設がこのような成長発遼権の保

障に充分であるとは言えないが、特に問題なのは、

施設職員による体罰虐待であって、これが成長発達

権の明らかな侵害であることは言うまでもない。そ

の背景に人手不足の結果としての管理的養護の実態

もさることながら、「親権者」意識すなわち親代わ



り意識がある場合には、「親権1に関する根本的な

意識改・，1～：が必要である，、このことが、ひいては、お

よそ尺人〔つまり社会全体｝がJ’・どもに対して何を

しなければならないか、何をしてはならないか、を

考えることになるはずである．．、

　7．子どもの権利をどう擁護するか

　∫・どもの権利が社会から侵害された時には、通常

親が代わって擁護する、、

　しかし親によって侵世された時には、これが不rr∫

能となる．．虐待の場合はそのり1れ∪であ・Jて、児情相

談所が代わって擁護することが法律ヒ・応〕フ定され

ているが、これだけでは不卜分であって、オンブズ

マンや（ゴ・どもの）特別代理人のili…slが必要とされ、

かつr・どもがこれらの権利擁護システムを活川する

ことができるだけの情根提供や，ijllsaiを学校教育等の

場で保隙する必茨がある．．

　これに対して施1没の中で施設職員によって侵害さ

れたllトには、親による侵害の場合と基本的には1司様

であるが、1：どもがこれらの権利擁護システムを実

際に活川できるまでには大きな困雑がある。オンブ

ズマンに電話をかけようにも施設の電話は使えず、

外の氾話にかけるにもお金が必要になる，，施1没が児

相’いγ支援施投の場イ）には外出そのものが禁止され

ている．．

　このような困難を具体的にどう解決するかは別稿

が方ヒされているが、いずれにしても、施設の］t’ど

もの置かれた実際の状況を踏まえた権利擁護システ

ムでなければならない、、

　また施設の1’・どもの場介には、社会からの侵害に

対しては施設職員が∫・どもを擁護するが、施投職貝

だけでは不ll∫能なJMAも多い、．児1’W’いk支援施設の

∫．どもに高校が受験を認めなかったり、親が身ノ己保

証人にならないことを川川に企業が就職を拒んだり

111界び）児■とtり刊㍉

することが少なくないが、狭い意味での権利擁護シ

ステムだけでなく、社会全体の意識を変えるための

施策がともなっていなければならないであろう、、

　8．社会の中での親の立場と施設職員の立場

　以トのように見てくると、∫’一どもに対’する親のxlt：

場と施設1践員の、：ノ1場は共通のものがあるが、それは

親もしくは親代わりという意味で共通しているので

はなく、1’・どもに最も身近なところにいる人人とし

ての共通性であり、それは社会全体の大人のf・ども

に対する、ン：場を基礎と’91る．，社会の大人が許されな

いことが、親だから、あるいは施設職貝だから許さ

れる、ということにはならないのである

　9．施設職員と親との関係

　ここで施設職員と親との閤係について触れたい．．

ばでいえば、1而K一は共同してJ’・どもの成艮発達を

援助する義務を負う　tttt家族が共に生活し、交流する

権利を親がi振することは、施設職i・1の∫・どもへの

義務を果たすために必要な限度で制限される、・／

　家庭引き取りについていえば、いわゆる強制人所

の場合を除いては、親は人所同意を撤川してり1き取

ることがII∫能である。

　佃会制限についていえば、r・どもの成長発達の援

助としてマイナスかどうかを基準とすべきであり、

親と施設職員の意見が・致しない場合には、家庭裁

判所で1監1i胞こ関する処分1として双方から中しi？1

てできる、と解するべきであろう情川恒雄「r・ど

もの槽ミ利．保ド章と親楕ロ　ミネルヴァi1｝：房「∫・どもの牛

活と施設」所収）、．，施設が児1†［養護施G－kLか児r‘i’：1”1　S？1

支援施設かで判断が異なることが多いであろうが、

それはj’・どもの状況や問題性によって穴なるのであ

って、施㍑の種類から当然に導かれるものではない

と．彦える．旨



子どもの権利擁護と子育
て支援策

特 集
子どもの権利擁蹟

　　　　　　　　　　　　　まつ　ばら　やす　　お

明治澱大学社会郷搬松原康雄

　1．積極的な子どもの権利擁護

　1．J’・どもの1，rn利条宗勺」　’（r’［よ、　r・どものi：，　f／｛s的イ旅看ll

を理念だけではなく、．具体的に認めるとともに、r・

どもが成長発達する存在であることに留意し、家族

Kb　liEl・j也方白治fイミ・地」或社会が．J’・どもを保1遊するこ

との必要性もうたっている、、∫・どもが、卜分にrl分

の権利を認識し、行使できない段階にあっては、「お

とな」や村：会の関tv・が1’・どもの権利擁護のたジ）に必

要である。しかし、それは1日来のパターナリズムに

基づく　ノ∫的な関与ではなく、新たな視点からの関

与が求められる，、「VLI　IT／／i：の肢善の利益．1も、大人が

それを提供するという視tl、1．・：と、　f’どもとともにそれ

をll指すという視点とでは、大きな隔たりが小じる

であろう、．同時に、家族が」：どもを養育する基本「it

位であるという「∫・どもの権利条約］の主旨からは、

∫イ「て支援を通じてのt二どもの権．利擁護も検討さtiし

る必要がある．、

　現在、∫・どもの権利擁護機関が東夏〔都や神奈川県

などで創設されてきている。また、各地の児竜相談

所における蹴話相談、教育委貝会などが設伐する電

話相談等にも、itどもの権利侵害に関する「　｝ノ1，」が

r・ども自身から寄せられている、，また．児鵜S待へ

の取り組みも、行政だけではなく、民間機関団体を

含めて、進展してきている，しかし、　・万で1．］常生

活を」’・どもにとって、養育者にとって過ごしやす

い、育てやすい環境にLていく杜会的努力は、保育

施策の拡充が・定程度進められてきている以外は、
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なかなか進展していない，．tl’・どもの権利擁護は、権

和」侵害に対する］没済lvi｜復措置1ことどまらず、　r・ども

が権利iこ体として成長発達し、生活のiiiでそれを行

使できるように支援するという意味での積極的権利

擁護という視点からも考えられる必要があるttr育

て支援策もこの視点から策定され、実施されること

が、．f・どもの椎利挑護につながるのである．．

　平成7年6月に、厚生省は、保育サービスの拡充

を中核とL、総合r杓な∫・育て支援策策定を1．1指した

「児童育成計lllli策定指針」を川したt．、児童育成1；hllli

は、現在約40〔〕近くの1川lll’村で策定されている“。こ

の児恒育成計画について、積極的なr・どもの権利擁

滋を実現する社会的施策として位置づけることがで

きる、、しかし、現実に策定されたものには、それが

1’分反映されていない点もある，．以ド、児竜育成計

画について、積極的1’・どもの権利擁護に関連して3

つのポイントから検司ーしたい．

　第．一に、∫・どもの権利がどのように位置づけられ

ているかが確認されるべきであろう，．，各地の児療育

成計1画iをみるときに、∫・どもの最善の利益をかかげ

るものは多いが、」：どもの権利そのものを明確に打

ち出しているものは、数少ない．‘，，r・どものiモ体rl勺

権利を認めるということは、］”どもたち、そして現

在の養育者とJ’・どもが形成するlll：ttの考え方を尊屯

することである、。あるIU：代の．lllliflll観を押しつけるこ

と、あるいは「llrこ代」という衣をまとった個人の価

値観を押しつけることがあってはならない．．／たとえ



ば、「i．1二は子・どもは親が育てていた。しかし、いま

の子どもたちは、li’］・くから保育闇などに預けられ

る。了・どもは親が育てなければかわいそうだ」とい

う論滋は、各地方ド1治体が子育て支援策を、とりわ

け保育施策の充実を計lllilするときに、かならずとい

ってよいほどP’11：面する障壁となっ．ている、、しかし、

「r・どもがかわいそう．1という情緒的な議i論には、

客観的データや比較基準は示されなし㌧このような

暖昧な根拠で、「∫・どもは親が育てるべきである」

との主張がなされることは、まさに現在のr・どもや

Fどもを育てる親や．親族、地域社会に対する価値観

の押しつけになってしまう。児」’R育成計liill！iにおける

保育サービスの充実は、働く親のr・育て代．替という

視点から、子どもの成長発遠を養育者とともに考え

るという視点に転換できているかどうかが課題とな

る，．このことは、保育時間や形態の充実だけではな

く、保育内容の充実にもつながる。児童育成計画は、

就学以降の．f・ども対策も多くのものが含んではいる

が、保育という子育て支援を起点として、子どもの

成長発達を支え、権利・1三体としてのJ：・どもをみすえ

る子ども支援策へと展開するものという位置づけが

なされたものは少ない。

　子どもの権利擁護をとらえる第：のポイントとし

ては、社会や「おとな」がそのパt一トナーである．r一

どもたちの「　1戸1」に耳を傾けながら、子どもの権利

擁護や権利行使に関するサポートを行う必要性をあ

げることができる。また、いくつかの地方白治体で

は児竜育成計画策定時1こ、ttどもからのヒアリング

やアンケート調査を行っている。「子ども会議」も

比較的多数の白治体で開催されている、、しかし、そ

れが実際の施策策定にどのようにいかされるかが課

題となる。r・どもの権利擁護は、人権が侵川：された

ときに同復救済措置に加1えて、r・どもが権利1三体と

して成長発達するための施策、すなわち積極的な権

利擁護についても準備されるべきである。さらに後

者に関する施策については、その計画化や実施につ

lli：界の児巾．と母n

いて、直接］t’どもがかかわれるようなシステムの開

発が求められる。

　乳幼児期のr・どもについては、1：どもの養育者が

了・育て支援策の策’定と実施に参加することが必要と

なる、，児敬育成LS｜’画の作f戎にあたっては、1㌧育てサ

ー ビスの利用状況・意向調イCの実施がガイドライン

で示されている、tしたがって、児舵育成計画作成C：

あたっては、養育者の「声1が反映されていること

になる。しかし、実際の計画策定段1；皆では、地域で

実際にr廿てをしている住民が参加する，／1．仰1は、表

のように地域住民代表という枠組みでも、約半数で

ある．‘．。また、児：1†［育成計仙1が実施されはじめてほ

ほ4年近くになろうとする今日の課題としては、そ

の実施状況について評価する過程に養育者や了・ども

が参加していくことであろうが、児激育成計画に関

する評価作※すら開始されていない状況にある、、

　第二のポイントとしては、了どもたち、あるいは

養育者の多様性・個別性が尊屯されるということが

表．児童育成計画の策定体制 （％｝

積極的な

閲わり

消極的な

関わり

関わり

なし

主任児童養員 52．6 11．2 16．4

児童’民‘も委貝 47．4 10．3 18．1

児竜館・児童センター 27．6 13．s 18．1

母子保健閲係機関 72．・1 6．9 7．8

児童福祉施設職n 24．1 7．s 32．8

幼稚園関係者 図，：｛ 16．4 13．8

学校教育関係者 76．7 ll．2 2．6

3震貝 40．5 12．1 22．・］

｛｛眠代表 52．6 12’1 1910

都道府県の児童禍祉機関 34．5 9．5 32．8

社会祖祉協議会等 38．8 ］2．1 21．6

民川き1楼者 15．5 ］2．1 39．7

ファミリーサポート七ンター 19．D 5．2 41卜4

その他 3〔｝．2 ’1，3 6．0

不明 9．5 44．o ：～2．s

lI



重要である、，1’“どもや養育者の多様41生・個別性の集

積が・定の年齢層を「いまどきの．∫T・どもたち」とし

て存イliさせ、「いまどきの親」を形成しているer・

どもや養育者の個々の状況を見失っては、子育て支

援策は一’部の利川者に限定されたものとなってしま

うであろう．ttたとえば、　if一どもが集う場について多

様なものを準備すること、保育施策を利川しないと

いう選択を行った養育者の仲間づくりや、子育て相

談に関する支援を実施すること、国や地方自治体が

保育に対する社会的itt任を果たすことと同様に、保

育を利川しないことを選択した養育者に経済的支援

を行うことなどが、多様性や個別性を尊厄した施策

となる、子育て支援施策という範囲内では、保育所

が特別保育の一環として了育て相談を行っており、

児童：館や保健所・保健センターなどを拠点とした子

育てグループの育成が行われている，，しかし、各地

の児童育成計画を見てみると施策の内容がいくつか

の選択肢をともなっており、子どもや養育者が選択

判断できるというものになっているものはない。さ

らに、施策利用の選択は、子どもが就学期をむかえ

ても継続されるべきであるが、現状では児竜育成計

画の中軸が保育におかれていることもあり、学童期

以降の対策の比屯が軽いことや、小学校年齢を境に

教育と1㌧育て支援、保健との問に縦割り行政の壁が

あり、選択の幅が1’・どもにとっても、養育者にとっ

てもせばめられたものとなっている。

　2．地域に根差した子育て支援と子育て支援の総

　　合化

　・方、子育て支援施策を児童育成計［山1から範囲を

地域杜会に拡大してみれば、多くの試みが展開され

ている。平成9年度に全国民生委貝児童委貝連合会

は、済1‖：顧問8〔〕周イ1…記念事業として、民生委貝・児

童委員、主任児竜委Hによる全国一一斉調査を行っ

た．，この調査では、］㌘育て意識調査、子どもの意識

調査とともに、．i「’育て支援活動の事例調査も実施さ
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れている．‘。1｝Sf・例は、民生児童委貝が主体となって

いるもの、他の実施iモ体に協力しているもの、民生

児竜委貝等以外が実施しているもの、あわせて1，

’口6件が報告された。これらのfi’t’例は、全国で展開

されているこの種の活動からすれば、ごく一部であ

ると考えられるが、寄せられたT．1，F例では地域に根ざ

したユニークな子育て支援が報告された。調企で

は、1，446件の事例の中から、104・’lr例の概略を事

例集としてまとめている。

　‘」’例は、児童健全育成〇三として児童にかかわる

活動）と子育て家庭支援（’］1として親r・にかかわる

活動）とに区分されて収集された。児童健全育成の

活動テーマでは、「文化・伝承等を活かした活動」、

「自然体験を中心とした活動」、「福祉体験を通じた

活動」、「スポーッを中心とした活動」が主なもので

あった。子どもの権利条約第31条には、アどもが余

暇、遊び、文化的活動等に参加する権利が規定され

ている。本来であれば、こうした活動は、子どもの

「1常生活の巾でおのずから体験できるものである

が、現在のLl本杜会はこれらの活動を地域社会が意

図的に作り出し、子どもの参加を促すことが必要な

状況にある。このような活動の中で、子どもは文化

や白然などだけではなく、filt問とふれあう機会を得

ることになる。また、事例集では、祖父母世代や3

世代交流の機会が提供されているものがいくつか紹

介されている，、子どもとおとなのパートナーシップ

は、このような具体的活動の中で）f成されていくこ

とになるだろう。lll；例を読んで気づくことのひとつ

には、学校との連携がスムーズに行われていること

である。子どもの人権侵害に関する権利擁護活動に

おける、児贈郁1｜：と教育との協力関係構築の困難性

を解決する道筋は、健全育成活動における連携に見

いだすことができるかもしれない．。

　∫・育て家庭支援では、養育者、特に母親のf申問づ

くりや育児に関する相談Fl環の事例が数多く寄せら

れた。事例集に掲載されている活動の契機で共通す



ることは、乳幼児を育てる母親が仲閥づくりの渉

を踏みHiせないことによる孤立、ストレスである，、

また、iti；｛ll期の育児体験が不足していることからく

る不安も、活動の契機となっている、，r一どもの権利

の代弁者である母親が梢神的なゆとりを失う状況で

は、Jt一どものニーズを犯握することもト分にできな

いであろうし、場合によっては「1分自身が千どもの

権利を侵川しかねない危険性もある．、こうした1巾問

づくりのきっかけとなる活動や、1・il談事業のニーズ

の高さは、活動の頻度が高いことでも読みとれる。

こうした活動’｝i”例を読かlrでは、保健所や児l／五∬iと

児1」6委貝・ll任児1†こ委員との連携が行われているも

のも多く、多様な実施i：体がこうした活動に取り糸ll．

んでいることがわかる、，

　このような、いわば／／「’1の根レベルでの活動は、公

的資金の補助を得ているものでも、全体のf育て支

援策のlllでの位置づけに対’する社会的な関心力＼かな

らずしも高くなく、所管部局が異なったり、民間財

源だけで運営されている活動については見過ごされ

がちであった、，Lたがって、児童育成計画も、　r｝治

体の規模が大きいほど地域における多様な活動を網

羅し切れていない傾向がある。しかし、r・どもが、

そして∫・育てをしている養育者が活J］］できる活動を

なんらかの形で地方自治体が支援していくことは、

多様な場の提供という意昧でも大切である．そのた

めの、ネットワーク、あるいはf’ffて支援施策の総

合化は、今後の1深題として残されている，、

　了・どもたちは、社会の’員としてその社会状況に

影判iを．’∫・えるとともに、他のメンバー、とりわけお

となや社会全体からの影響を受けている。すなわ

ち、∫・どもたちの権利擁護を語る場介、おとなたち

やいまどきの社会についても1見野に人れた議諭が必

’茨となる。たとえば、ll《近のr・どもは忙しいといわ

れる。本稿で紹介した全国調介からも「j：どもの多

忙悠」を読みとることができる．、これについても、

r・どもたちを忙しくさせている社会状況やおとな、

Ill：界の児師ヒけ1“F

とりわけ家族の状況をみなければならない。liども

たちにとって、ゆとりのある教育や地域環境が求め

られていることは述べるまでもない、．養育．者がr・ど

もたちを駆り、）’．てるようなことについても見直して

いく必要があるだろう、．同川…にこの調企で、f’ども

たちがおとなを「忙しそうで疲れている」ととらえ

ていることは、現代杜会を構成するひとつのグルー

プからの警錨としておとなが受けIEめるべき課題で

ある、tおとなたちは、現代社会を構成するパートナ

ー の∫・どもたちから信頼されているのだろうかとい

う1’1省をうながされているように思える，、おとなた

らが人権感覚を巴：かにしない限り、r一どもたちの人

権は守れない．．同様に、おとなたちがゆとりを持ち、

忙しさを活動的な意1床での充実した忙しさに変．Tllll：し

ていく社会が形成される必要があるだろう，‘そし

て、このような社会を形成するためにはおとなたち

のパートナーであるitどもたちの協力も必要であ

るtt同時に、了・どもたちが牛活をエンジョイし、そ

の内容を∪かにする1：夫も求められていることは述

べるまでもない。学校についても、学校も含めた社

会が、r・どもたちの．生活に大きな影響を’」’える｛↓デ：校

生活を、］”どもや地城↑．［会の参加を得ながら、より

lt．）’二かなものとしていくことが必’茨であろう．．

ii．
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◎㊨⑳⑤＠㊥㊤㊥＠㊧⑳⇔⑳

家庭児童相談室の現場から

　　　　　　　　　　　　　　やま　　の　　のリ　　ニ
蒙麟瓢」脇り濠庭児獅li綬山野則子

　1．はじめに

　児撒’i’｛：福祉政冨～においては、「ウエルフ．r、ア1から

「ウエルピーイング」へと利川者ll体の川念の‘liti換

が1’1｜られている旨その結果、何らかの問題を抱えて

いるi㌘．ビもと親に対’する援助のみならず、　〕㌻防r白に

J’・どものいる家庭を」ξ援すること、つまり、r－riて

に対．する社会的支援の必要性が1荘要な政策ぷ題とし

て認識されている．、これは、児爪の椛利に関する条

約が締約1．lllに求めている1親・家族を通して∫・ども

の権利を保障すること、あるいは．親がその責任を遂

行できるように£lttr・すること．］c条約］8条2項）に

閤逃する．．エンゼルプラン、緊急保育対策等5力年

」1：業、児11『〔細祉法の己kll：は、このような流れの中で

埋解することができる．．

　ところで、巾i者の勤める家庭児1†1：：川談ηミは、昭和

39年、．礼会変動に伴うレU　，’iF，：：の養育・非行元『への川題

への施策のひとつとして厚生省」［務次’〔rl口知により

櫛祉」r務所に設置されたものである、、そのll的に

は、1地域住民の利便度」「児1†i：khUl］，の関係諸機関（児

ri’引11談所、保健所、学校、弊察署及び児巾委貝等）

との連絡協訓」が記され、「地域における家庭児巾：

川談指導ボランティアの開拓、地域活動の促進」等

も別途取り1．1et’られている、，地域の身近な十il　ii　itk機関

として、プライマリーケアの部分を担うことや地域

活動も含めた地域のコーデfネイト機能が期待され

ていたことがうかがえる．健全育成川談と茨保護イ11

談のll1問的位i｝1’：づけを］’1｛うとllわれる所以である．．

　筆i者は、家庭児．1†i：1／［［談ヌこの家庭相談員として、以

ドの2点をln要ぷ題として杉’え実践してきた．、1つ

は、発生〕二防を含め、ゴ・育てを社会的に支援してい

くこと、2つめは、’茨保護川談等の川題発見とその

r・どもたちの整護である．、今川、この2点における

椛利擁護について考えてみたい、，

　2．家庭児童相談室での事例

　1）子育て支援の例

　才’，：くして結婚、結婚してすぐに1’・どもができた夫

婦がある、、まだまだ遊びたい、お金も遊びに使って

しまう経済的川題、rl由な時川がもてないことから

くる母親のストレスとノこ婦不和、J’・どもに愛情はあ

ってもどう表現していいかわからない、近所から孤

立している．どこにでもありそうな夫婦である．，1

歳’トになる∫・どもの成艮が思わしくなく近くの小児

科医から連絡があった．t「II・速、保健婦とチームを組

み、この家族に支援できることを検討し、援助プラ

ンをたてた。

　しかし、母視は、病気もあり白分1’1身グ）生いi7：ち

もあり、相子を信川できず攻11砦的である、．t介人の人

川での抵抗にかなり．呂二労する：tt　Ill∫度も訪問する中、

受け人れてもらえるチャンスをつかむ，　tt提示した援

助メニコ．一は何度か家庭イ；「｜1淡nや保仙1婦カミ、家庭に人

・．．・てけ親と．’緒に行うことで次へつないでいった．、
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　たとえば、夫婦関係の改何や家．’拝に楽しみを見つ

けられることをll的に、1リ：親が興昧を持ち、父親も

1∴i：べる料川作りを考えた　保健．婦がともに料川作り

を行う！1‘で、安心して受け人れられる素地を作り、

地域のポランテfアにつないでいった．地域との接

触を意図してのことである

　また、J’・f］’てへの援助では、　r育てのノウハウを

学べること、また地域の他の母親との交流ができる

ことをli的に、保育所の園庭聞力k’1環に家庭相1談員

が同伴する、、そして、保育所や地域のけ親たちにつ

ないでいった．，保育所での料川教．室等、積極的に参

川するようになり、保育所栄養1：のサ）it一トも受け

るようになった　サービス選択の共同決定作業であ

る　また、家族として機能していくために、訪問し

ての家族川接も行プた．．

　保健．婦、保育所〔保母、栄養1”）、地域のボラン

ティア、と定期的にモ＝タリングの会1遊を開き、母

親がj”イiてに楽しみと1’｜信をつけていき、父親の認

識を高め、家族としてバランスをとリ、地域ともつ

ながっていくのを確認していった．

　2）要保護相談等発見の例

　ノ］・学：1交力・ら、　「　芦f．V：e）F”tし・カミ～ちり、　ノiり1き‘iD　IUI」或

でも問題になったことがあるが、家族は問題意1誠が

なく学校に拒否的である．1と話が人る　学校は、プ

ライバシ・一のこともあり、相談したものか、どうし

たものかと揺れながらの話である．．しかし、不安な

がらも、話を持一．・てきてくれた学校を文援しながら、

アセスメントと何ができるか学校と相F淡していく．．，

　どうも、父∫・家庭になっているようであり、父親

の帰りは］星く1」・伐：佼3イトと5イドの1’・どもの面自llは、

高校生の姉がみているようである、．食’Pやお風呂等

基本的な生活rlli力冒ミ安定である、，父祝はお消を飲む

と、乱暴になるらLい．．父親は学校の懇膝等には米

たことがなく、迎絡がとれない．

匝‘／’の」∪，’r‘ビリ椚、

　このような場合まず、地域での見守り体制を作る

ことが多い、，これに．よって、親∫・の1ド常を把握する

ことができる　状況によ一．｝ては∫・どもの保護を杉え

ていく、，見守りの体制には、児‘覧委日や警察も関係

する．学校とは介人の糸川を探る旨

　そんな叩で、尿検在で小3の弟が、チ．tックされ

る．．このことをきっかけに学校から父親に強くアブ．．

ロー・チしてもらう、．何とか病院受診に」ti　7．、が、人院

・ ］二術が必要であるにもかかわらず父規は姿を見せ

ない、．地域として日頃から連携している病院ともネ

ットワークをt：11．むことになる．入院時のフォロ・一の

ため、そして川活の様］’・をつかむために、父∫・家庭

介護人派遣｜刷度び）説IWを取’・ll…1・かりに何度か訪川す

るが会えない

　病院からもさまざまなアプローチをするが、うま

く父祝と接触できず、とうとう病状説川と今後どう

するかも含めて、医．M’と同行訪問することとした，

父親が在宅の時聞、飲酒する前の‖狙｝∬を見計ら・）て

の訪問である．この次の1］、児1∬相，淡所の児洞柵ll・

・ilとの面接を設定したが、次いつ父親と会えるかわ

からないと刊断したからである．1フ想通り、後にも

先にも父親と会えたのはこの時のみであった，、

　父視は、思いのほかおとなしそうで、飲んでいな

いと1’1）1の思いをト分表現できないようである，ほ

つり、ほ．つりと尚る。多」’・家庭で、うち2人は、詳

細は不明だが、亡くなっている「しかも、1年ほど

前に母親が家を出ていってしまった．．lzの方の姉や

兄は家を川て自V［t：しているが経済的にも人変であ

る、r・どもたちの日常の川活まで把握できていな

い．父視の大変さに共感すると父親は、無ci’の涙を

みせながら、小学牛の2人への思いを表現1．てくれ．

る　その思いを受け止めながら、．Ψ活相1淡や学ドli：保

育等在宅でのサービスを提小する，．r術後、自宅で

世話ができないのではないかなどと話しつつ、施設
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の話も提案する。

　人院した小3の弟が、手術後に施設入所となっ

た。家庭児惜相談室が、かかわり川してから、小5の

兄を、　・’人で歩いてくることができる家庭児童相談

室の思春期グループでフォローする。弟の人院後、

あざや傷はなくなった。もちろん、弟の施設入所のll寺

に、小5の兄の人所も勧めていた。しかし、父親の合

意もとれず、うまくいかなかった。グループの中で、

小5の兄は弟のところに行きたいこと、揺れている

気持ちを言語化できないまでも、態度、表情で表すよ

うになった。そのことを代弁し、弟が人所して2カ

月後、兄も弗のいる施設に人所することになった，、

　3）事例の考察

　家庭児：ξli：相談室1こは、利川者からの直接相；i炎より

も、サービス利用の必要性はあるが適切なサービス

につながらない相談が関係機関から多くやってく

る。家庭児巾‡目談室は、地域に存在することを有効

に利川して、地域に広く網のUを張って、利川者の

ニーズをキャッチできる体制を作ること、アウトリ

ー チの手法を川いて、声にならない一r一どもや家族の

声を引き川し代弁していくこと、サービスの選択や

自己決定がスムーズでない利用者に共同決定してい

くことを基本にしている。

　まず、第1の事例であるが、現状では、こういっ

た家庭が増えている。たとえば、地域で子育て講演

会を開催すると、自分の子育てや自分の思いを発言

する母親たちが、涙なくしては語れないという場而

に遭遇する、，ごく普通の家庭がいかに孤立し、行き

詰まっているか、r育てに見通しがもてないでいる

か、実感せざるえない。

　こういった家庭に対’し、①どうキャッチしていく

のか、②どう情報を提供していくのか、③提供され

たサービスを選択できない利jll　Z一へのサポートをど

うするのか、といったことが問題となる，，

16

　第2の事例でみると、発見から見守りまでの援助

プロセスの巾で、家庭児童相談室は、発兇の部分をi1．1

心に担っている。アドボケイト機能は援助プロセス

のそれぞれの段階で必要である，，発見段階でのアド

ボケイトは、その第．一歩であり援助につながるかど

うかの鍵を握っている。キャッチした発児機関（学校

や保育所等｝をサポートしていくような役割、何らか

の理ll1でSOSを川せないでいる利用者の声を拾

い、代弁していく役割を家庭児童相談室は担っている。

　しかしながら、①発見の意昧がまだまだ周知徹底

されておらず、相談が蹄踏されている、②援助方法

が、ソーシャルワーカー、医師等担当者σ）個人的努

力によるところが大きく欧米のようにシステム化さ

れていないこと、などの問題が残っているc、

　3．家庭児童相談室として取り組んでいること

　筆者の勤める家庭児童相談室では、3年前から情

報提供しニーズをキャッチしていくために、地域に

散在する．子育てサークルのネットワーク化を図って

いるL、当初、家庭相談貝土導であったが、了・育て中

の母親たちが．i三体性を発揮し今では、ネットワーク

の会としてhk、ViLしている。サークル同士支え合った

り、地域の中で、孤C，二している家庭へ呼びかけ、外

へ出るきっかけを作ったり、積極的に取り組んでい

る、，自主的にf・育てを楽しめる輪が広がり、行き詰

まっている人たちを支え合っている。現在は、家庭

児童相談室としては、そのサポートに努めているt’、

　「利川者の選択」のためには、サービス情報が知

られている必要がある，サービス提供主体側が地域

に川向いていくことも、問われているが、限界もあ

る。情報提供のひとつの方法として一・般のr育て家

庭に、子育てサークルという横のつながt「〕で支え合

いと情報提供が行われ、そしてサービスにつなぐ役

割を」∬い合える。サービスにつなぐ人は、さまざま



な段階でさまざまなレベルで爪層的に必要ではない

かと思われるc、

　発見機能の強化としては、学校との関係を強化し

ている、、乳幼児を保健所がほぼ全数把握できるよう

に、学校は就学後の児童をほぼ全数把握できる機関

であるtt．学校にも発見の役割があることを確認し、

発見機関である学校のサポートを11i心に、医療・教

育・福祉の相談機1弘1や地域の病院等の機関とネット

ワークの実践に取り組んでいる。

　5年前から取り組んできたが、ネ・ソトワークの広

がりや効．果を測定するのに、1991年と1996年を数の

1’．で比較をしてみると、学校からの相談が、明らか

に増加している、、また、数値としてわかりゃすいの

が、不登校への対’応であるが、堺市にある公的相談

機関全体で22．9％から58，0％まで増加している。発

見機関に発見の意昧を広め、それぞれの川談機関の

役割と限界を確認し、発見機関が安心して、相談や

通報ができるシステム作りへの取り組みである、，

　4．今後の課題

　J’・どもの権利擁護について、家庭児1’i’i：相談室とい

う、ン1場から、∫・育てを社会的に支援していく視点、

要保護相i淡等の発見に焦点をあてた視点で考えてき

た、，経験浅い筆者のソーシャルワーク実践、そして、

3で述べた子育てサークルのネットワーク化、発見

機能強化のためのネットワーク実践から見えてきた

課題をあげて結びとしたい，、

　第1は、サービスが契約型に変わっていく中で、

広く情報提供し、ニーズをキャッチしていく必茨性

があるということである。E／llこ的につながっていく

ゴ・育てサークル等インフt一マルレベル、r・どもに

かかわる剖円職であるフォーマルレベル、どちらの

領域にも、つないでいく人、共同決定していく人が

必’輿である。そして、この二層附をつないだり、イ

］lt界の！tei：と母刊

ンフォーマルレベルをサポートし、見守る役割が位

置づけられてこそ、広い情報提供とニーズキャッチ

が．呵’能となるものと思われる。つまり、インフi・一

マルレベルとフォーマルレベルの協働である、，

　第2は、児産：福祉法25条、そして1997年6月の厚

生省児．歳家庭局長通知（Li己竜虐待に対’する児童』｝杜1｛：

法の適切な迎川について）の周知徹底が現場レベル

でも課題である、。発見機関への啓発、発見機閲が安

心して通報できるようなシステム、そして次の問題

として当然、受けたソーシャルワーカーが、スムー

ズに家庭に人っていける法rl勺なバックアップを基に

したシステムと社会認知が必要である、tt

　第3は、不服叩立権の保障であるc．サービスが契

約型になる以．ヒ、インフォームドコンセントは必須

である。何らかの理川で選択能力に欠ける場合も、

きちんと説明し、それから、自己決定を促し共1司1盤

択も考慮していく必要がある。

　第4は、ソーシャルワーカーとして何らかの理由

で元：；語化できない、あるいは攻撃的にしかものが言

えない状況にある子ども・親に対してうまくアドボ

ケイトしていく力量が、求められる。このアドボケ

イト機能の．11t要性の認識をi’S”1’めるソーシャルワーカ

ー としての訓練プログラムが必要である。

　本稿では、家庭児竜相1淡室の現場からs’・どもの椎

利擁護問題を検1／i・1’してきた．、非常に狭い範囲でしか

検討できていないが、’」・えられた役襯とこ理角棚iい

たいc今後も、「f’どもの最．善の利益」の原理に基

づいて地域のサポートシステムの構築に取り組んで

いきたい。
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児童相談所・都道府県
児童福祉審議会の現場から

特 集
子どもの権利擁護

　　　　　　　　　　つ　ざき　てつ　ろう

鵠螺鍋離談所津崎哲郎

　はじめに

　’r一成6年の1．r・どもの椛利条約」発効以降、児瓶

福祉の現場においても、徐々にj：どもや保護者の権

利性を意識したH常業務の遂行や手統きの整備など

が進行しつつある、．児竜相談所の場合、従来から1”

どもの利益の代弁者として業務を行ってきていると

いう白負があり、新しい権利擁護の流れの中でどう

改曽を求められているのか、．1ビ直戸惑いを隠せない

のが実情であるが、条約の．じ旨をii・Ilfliから見据えて

真整に形’えれば、児洞・［L淡所が直rliiする1i果題は、多

様でかつ極めて‘∬い内容を含んでいる．したがっ

て、ここでそのすべてをrl勺確に諭じることは筆者の

力川やページ数からして到底困難であるが、そのい

くつかに焦点をあてながら基本的な考え方やノゴ向、

あるいは現状の評fllliを交えて丁者の私見を述べるこ

とにしたい，．．

　1．手続き上の配慮と課題

　］’・どもの権利を考える際の視点を人きく　二分すれ

ば、内容と手続きに分れる。つまり、いじめや児IK

虐待、あるいは年艮児の川～ン1や施設保漫などの個別

的内容をテーマとして考える視点と、もう　・つは情

撮の提供や意見表明、あるいはサービスの選択や不

服川いγてなどのT；続き保障をテーマとする視点で

ある．．

　ll劃鯛1談所にと・．・ては、双ノ∫それぞれの視点から

のLPIいテーマに直面しているが、まずは千続き［Aiに

おける課題について、いくつか1｝及することにした

い，、

　（1）情報の提供と施設選択

　」．r成10年41．llIIからの改．1じ児1乍i《編祉i」1施行によ

り、保育所の場合「措i｛’1．．1がはずされ保護者の「選

択権」が前而に打ち川された、，したがって、人所施

設の決定にあたっては利川者の選択とそれをtiJ能に

するための行政等からの情報の提供が決定的に碗要

i担頁になった、、

　しかし、他の児1†（福祉施設σ）場合は、行政処分と

しての「措置」がそのまま生きている，．．

　もちろん実務では行政処分とは言え、これまでも

保護者や児敢の意向はそれなりに尊lnされ、施設選

択にあたっての配慮がなされていると思われるの

で、結局保育所以外の施設は従メξ通りでよいのかと

言われると、それでよいともばい切れなくなってき

ている，．旨

　実務的には、施設の選択にあたっては、♂どもが

施設人所をイく当に必要とするのかどうか、家族の’∬

情はもちろんのこと、親族の援助のlr］’能性や他の資

源の活川の日r能性にまでわたって広く吟味されるほ

か、∫・どもの特性や保護者の交通の便、施設の空き

状況や処遇力など個別ケースごとの事情が細かく考

慮されるが、1川えて、宗教的バックや地理的条件、

あるいはまた保護者の知識に基づく各柿の条件指定
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など、　・定の巾し人れに対しても配慮がなされてい

るのが・般的実lh‘」とllってよい．

　しかし、建前で，i’えぱそのケースにとって最も適

切と1間断される施設の選択は、児～ix：相、淡所のド体に

よる総合的判断によって決定されるということにな

る

　つまり、児取祁談所の幽1…1」1祈を優位とし、保護者や

∫・どもの意向に対しては受け身的に配慮を施すとい

うスタンスが現在の［措置｝1｝lj度」での・般的姿とと

らえてもよいが、今そのスタンスの是非そのものが

改めて川われてきている、

　無条件の1．契約」を前提にしているわけではない

ので、利川者の選択権はおのずと限界があるが、決

定に至るまでの施設の・情報提VLや、1じ祝も含めた複

数施設からの選択の円’能性、あるいはまた’1前の見

学や施1没職llとの而談などによる人所にかかわって

の納得の作業など、より利川者の1選択権」に配慮

した人所の「続きが求められてきている、，

　しかし、むずかしい課題もある　Lll　“i’i：虐待など困

難ケースでは、人所の理川が祝・∫・・施‘没で異なる

という実務LのL∬・情もあるからである。欧米のよう

に児liX虐待をくこ1∫1日．こ」’1’ち川して援助できる体制にな

っていないわが川では、親には1’・どもの困った行動

の修1じの必要性、f・どもには安心のできる場の確

保、施設には親の虐待行為、と説明を世にしている

ことが多々あり、親の自川な選択と情報の開放だけ

では対処できないケースも少なくないからである。

　ただ、この施∫没等への措置決定プロセスに、より

客観性と透明性を’j・えるためのr続き保障が、審議

会を活川するという形でこの春よりスタートしてい

る．

　つまり、従来の機閲の密室内での決定行為を↓ll…除

し、第｛者である審r議会委員が判断に川わることに

より、判断の客観性と透明性を」il保するのである，、

「｜ヒ界の児1’rt．ヒ母刊

特に、親や∫・と機関の意見が異なる場介や児洞ll談

所長が認める場合は、意見を聴くことになってい

て、おおむねJ］に1川程度聞1｛iiされているところが

多いので、権利擁護を意識した千続きの改善として

は’歩前進と評価できるであろう．．ただ、実際のケ

ー ス提川や聞催の頻度は自治体の裁lll：によっている

部分も大きいので、その実効的運川はド1ih体の意識

によって幾分左右されることになる。

　だがいずれにしても、施設の選択や人所の決フセに

至る行政ブ．ロセスに対して、情報の提供、選択性、

客観性、透明性などをより確かにしていく作業が、

児巾：川談所の現王易に強く求められてきていることは

間違いない．「

　（2＞子どもの権利擁護と不服申し立て

　施設人所等、行政処分に対する視の不服叩し軌て

や情報聞示θ）請求などは、rl治体の条例等によって

かなり整備されてきている、．t

　しかし、．r・ども自身からの叩し、㌧：てとなると、必

ずしもト分とはばえない，

　この分野においては、駒澤人学の高橋重宏教授の

1カナダからのインフi・メーションレジデンシャル

　ケアの児．竜とティーンエージャーのためのr引

き」の紹介が・つの端緒となり、いくつかの児洞］1

談所において施設人所児に対する1． ∫・どもの権利ノ

ー ト」配布の取り組みが試行1’1（）に進みだしている．，

　また・方、施設最低基準の中で「懲戒にかかわる

権限の温ll．目禁止」カ，ly］文fヒされ、厚ノlr省通知にょっ

ても同ヒ旨が袖強されているが、利川サービスに対’

する1”どもの権利擁護と不服申し立てのr一統き．保障

はまだ始まったばかりである。

　「権利ノート1の場合、多くは児’iX相談所が不服

川し・’tlての受け1］ILになっているが、児竜相談所泊身

もサービスの提供者であることを踏まえれば、本来

は別の第｛者が受けr：となることが必要なのであろ
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う。

　このような動きの111で、東京都や神奈川県などで

は第三者機関を設置して、子どもの人権相談を受け

［］”める体制を整備しだしている。

　しかし、子どもが自ら24時間生活する場での訴え

を可能とし、しかも訴えがあったときに当人に不利

益になることなく実効のある調整ができるために

は、本来施設運営に第三者がかかわり、日常施設運

営の透明性と民．主性が確保されていなければならな

い。求められる手続き保障は、単に形式を整えるだ

けでは意味がなく、いかに実効性を伴う叩身が保障

できるかがポイントであり、そのためには手続きと

対を成したrli身の改革こそがより強く求められてい

るのである。

　2．個別テーマと権利擁護

　権利擁護とかかわりのある個別のテーマは多くあ

るが、ここでは児童虐待と自立支援の2テーマに絞

って多少意見を述べることにしたい。

　（1）児童虐待

　児鋤苫待が年ごとに増加し、その中身の深刻さを

考えれば、人権上は最優先とすべきテーマであるこ

とは疑う余地がない。

　子どもの権利条約においても第19条において、虐

待から子どもを保護するために「あらゆる適当な立

法ヒ、行政ヒ、杜会ヒ、および教育ヒの措澱をとら

なければならない」とし、この問題に対する国や引：

会の役割の重要性を明記している。

　ただ、わが国のこの問題に対する取り組みは遅

く、ここ10年やっと杜会的認知が広まってきたとい

う段階にすぎない。したがって法律や制度は至って

来整備で、いわば現場職員の発獅と献身的努力にの

みよりかかる形で、個別難コースに対処しようとし

ているのが現状であるといっても過言ではない。
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　この問題は周知のように、親が白らニーズをもっ

て相談に来ず、かつ子どもをそのまま放置できない

というところにむずかしさがあり、有効な援助を行

うためには介人型援助の制度整備を必須の条件にし

ている。従来ケースワーク機能が全而的に強調され

てきた児童相談所においても、この問題に迅速かつ

的硝iに対処するためには、ケースの実情に応じて、

行政権限発動による介入型援助を積極的にとるべき

であることが、’F成9年6）il　201・1付｝ナの厚生省通知

「児竜虐待等に関する児竜福祉法の適切な運用につ

いて」で明確化されるところとなった。

　しかし、現行の児童相談所のイ本制をそのままにし

て、通告を大幅奨励し、介入型の援助を積極的に断

行することを期待しながら、一方で親や子どものケ

ー スワーク指導やカウンセリングの役割もとるとな

ると、現場職員は大いに混乱することになってしま

うことだろう。

　現行の児童禰祉法で多くの権限を集中的に位置づ

けられている児童ヰll談所こそが、介入型援助の中核

n勺機関になるべきであることは否定すべくもない

が、当然単独の機関だけで対処し得る問題でないこ

とも明白である。

　この問題は、予防、発見、通告li介入、保護、指

導、治療という一連のプロセスに沿った、幅広い社

会的援助の制度を必要としているのである。

　その意味で新たな法律と制度の構築こそが、根本

的課題であることは明らかであるが、当而、幅広い

公民のアウトリーチ型の支援サポート、任意の介人

支援、行政介入、司法介入をケースや家族の状況に

応じて効果的に活用できるよう整備と工夫を図って

いくべきである，，そして、そのための最前線からの

提’言とアピールを児童委目談所が担っていくことが碗

要になろう。

　また、日常的な個々の難ケースに対しては、審議



会委貝の1隔広い知識と判断の助力を得ることによっ

て児童相談所の機能強化を1司り、よりよき権利擁護

の確保に努めることが求められることになる．。

　（2）自立支援

　了一どもの・般的な成長の遅延現象と産業界の擶造

的変化により、年長児竜の自立のための支援は極め

て大切な礼会的訳題になっている∩

　今liilの児．庁〔福祉法の改．IIIにおいても、年長児の1／／1

∪：支援は爪要なテーマの一’つであり、児竜養護施設

の目的においても、「児II’6のドぱ」が明．文化された

ほか、新たな事業として児酷自、ン：生活ま妥助il［業が制

度化されることになったところであるtt

　この白立しきれないr・どもたちの・群の中には、

高校ll1退児や不登校．IU、あるいは非行児やlll董度知r1勺

障害児など、さまざまなタイプの異なる児童が含ま

れていることが、児償手「1談所の実務を通じてうかが

い知ることができる，ttしかし、実は現行の児竜養護

施設の退所者も、この1二いン：しきれないr・どもたちの

　・つの屯要な構成員になっていることを私たちは真

撃に見据える必要がある、，

　もし仮に、家庭のよりどころをもたない彼らが、

rい：tlの力を培われることなく社会の荒波の中に機械

的に押し出されている現実があるのだとすれば、

個々のr・どもにとっての権利性は、極めて危うい存

在というしかないv

　思い返せば、i伐後児唯：福祉法がilill定され、戦災浮

浪孤児対’策として児酷養護施設が運’i；『されていたlii

吋は、とりあえず∫1正低限の衣食の確保と健康の管jil1

が最大の1囚心事であった、tそこでは了’どもの発達や

自ウ1は意識されず、年齢が艮じさえすれば当然の付

属物として備わっていくものと見なされていた、、

　しかし、時代が変わり、家族や杜会が変わり、了・

どもたちの様∫・も　・変した。衣食を保障し集団の中

で1｜課に沿って∫’どもを育てることだけでは、－1’・ど

肢界〃〕児巾：と1trl．

もを枕会で白立させることが困難であることがよう

やく意識されだしたのである、t児童福祉法の児童養

護施設の【．1的に「児章の白：、》1」が明記されるのに結

果として50年の歳月を要することになった。

　しかし、「『えることは今がやっと子どもの「白立」

にとってのスタート台に、》Zったにすぎないというこ

とである。

　自立を構成するためのさまざまな要素、つまり安

定して就労する力、金銭の管理能力、人問関係の処

理能YJ、1．1常生活の運営力、精神的安定等々を培う

ための児：∬施設の人的・物的諸条f’1：に対する法的根

拠がやっと明確化されたということなのである。

　法文によって「yt己　‘‘『i：σ）　ド1　ウ：」が明記されたから、

あとは当然の．r一どもの権利としてそのことが白動的

に保障されるということでは決してない。

　であるとするならば、児童相談所や施設の職』］に

科せられた課題はとてつもなく．醒たくて大きいもの

である、，

　社会に対して訴えるすべをもたないi’どもと、連

帯をしてアピールすることができない親に代わっ

て、「i：1、乞の権利」の重大性とその必要条丁’1・を明確

化させながら、説得力のある訴えで声をあげること

ができるのは、1］fi’1一施設と児巾相談所の職員以外に

ない／tt

　心にtiiJらかのトラウマをもつ施設児たちが、その

傷を癒すことなく、そしてよりどころも、「い～二する

力も与・えられないままに、自らの境遇への悲哀と被

害感を背負い続けたままで施設を巣立っているのだ

とすれば、それは制度としての児戒虐待、そしてそ

の加担者とのそしりを受けても反論することができ

ない。

　もしそうでないと言うなら、　・人ひとりが改．善に

向けて何らかの行動を起こす以外に具体的な釈明の

／　．h．Zてがない。
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◎㊨⑳⇔＠⑤②㊥＠㊧⑳㊥⑳

これからの子どもの
権利擁護・権利保障
社会福祉基礎構造改革を踏まえて

　　　　　　　　　　　　　　　やま　がた　ふみ　はる

大阪粒大学蜥科糊～臓授山縣文治

圖一集

子どもの権利擁護

　1．社会福祉基礎構造改革と権利擁護・権利保障

　社会福祉基礎構」宣改革とは、文字通り社会福Jll：の基礎

を形成している部分を改めるということである。社会都

祉の基礎は、昭和20年代に施行された福祉3法と言われ

る、児革：福祉法、生活保護法、身体障害者福祉1去、これ

に社会福祉．’∬業法をJJIIえた、4つの法律により規定され

ている部分が大きい，，たとえば、措置制Jl　．社会祉祉事

業の範囲と制約、福祉政策の保護性、在宅編祉は生活保

護が原則で他法は施設福祉を叩心に規定していること、

などである．

　2〔1年ほど前からの・連の柵祉改革において、稲祉関係

8乳たの改｜Fなどにより、これらの基イ魔に徐々に風穴は開

けられていた、tしかし、児戒福祉法の改正による保育所

の措置制度の廃1ヒと1’いン：支援の強イヒ、介護保険法の成立

による高齢者福祉の多くの領域での措置制度の廃ILと供

給i：体の多様fヒの要請などにより、さらに大1111‘iな改革が

求められることとなった．、

　社会衙．祉基礎構造改”1’e：は、このような11†景のもとに進

められているものである、）ところで、社会福祉の基礎｝｛‘

造として位置づけられているのは、　・連の動きと川央杜

会隔祉審議会の『中問まとめ』を甚1・酌すると、①利川の

仕組み（措置制度、椛利擁護、情報提供など｝、②費川

負担の仕組み（利用者負担および運営W負」IU、③サー

ビス供給0）仕組み〔分権、供給．i三体、在宅福祉など）の

大きく3点であり、これらが改革の対象となっている．．

　このうち、此も［n規されているのが、第1の領域であ

る利川の仕組みである、，雛2および第3の領域は、それ

を実現するためのr一段の・つとも考’えられる、，第1の領

域は、「利J・ll　a一の意思が尊重されにくい措置制度は＄’IMI

9’の権利を制約している」という前提の改革であり、こ

のような制約を緩和するものとして選択利川制が1是案さ

れている。保育所および介護保険サービスの選択利川制

については、すでに実施あるいは決定事項であり、今後

は、とりあえず、障害児者加祉サービスでの検討が行わ

れることが提案されている：．，

　選択利川の手続き過程で起こる聞題を克服する方法

が、①サービス利川決定時の情報提供（適il’：な」］壁択が行

われるようサ7ドートする制度）、②サービス利川時の情

報開ぷとサービスの質の向ヒ〔適正なサービスが遂行さ

れるよう支援する制1幻、③サービス利川全体にかかわ

る成年後見制度である。これらの多くは、利川者の意思

決定を支えるということをMl／1　r白と・」．』る権利｝雍護i別度で

あり、換ぼすれば、利川者の能動的権利を保陪するi聞度

ということh｛－C一きる．，．ヒりわけ、成イドf麦見llllU度は、大き

な閲心を集めている．、．

　従前より民法には、未成年と禁治産者とを対象とした

後見1剛度がある、、成4こ後見制度は、これを基礎に、法務

省を始め、日本弁滋1．コ迦合会、u本社会福祉．1：会など関

係機朋・1・］’1休が検討を進めている．、現行の後見制度は、

周知のように、財産管理と身ヒ1畠ll漫をkl．1的としてい

る。とりわけ、禁治産者の‖イ’産後見が実質的課題であり、

多くは意思決定能力が低いためにIE当な旧’産管理ができ

ないというよりも、不当な意思決定をするために、財産

がでたらめに処分されることを危倶した家族や親族が請

求するというのが実態である㌔

　・方、社会福祉分嬰】：において今U求められている後兄

制度は、意思決定能JJが低いために、家族や親族、時に

は社会サービス機関等から不当な取り扱いを受けるnr能

性があることを前提とした制度である．、ここに現行の後

見制度との人きな違いがある、、
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　2．権利擁護と権利保障

　児1∬福祉とりわけ児1’6：養護の分野では、f・どもrl身の

じ体的な意思決定能力が低いうえに、焼権者たる親が適

切に親権を行使しないということが課題となっており、

親摘というとてつもなく人きな壁に対抗する権利擁護制

度が求められている、’見オこ成年者の後bLl　lijl↓度に似てい

なくもないが、多くの場合、ここには親権者が厳然と存

在しており、親権との関係を調整しなければ．児1’k福祉

分野でこのような後1己制度は機能しない、．

　高齢者や梢禍泄3川者、知的障書者を中心｛こ考えられて

いる権利保障システムとしての成年後見制度と、lti　，Li1：福

祉分野での権利擁護制度の」蓮いはここにある．、すなわ

ち、前者が本人との「則係を‘11心に機能し、未成年者後見

制度のような生活管理や意思決定→1’ポート型の権利保rl1

であるのに対して、後者は、まるで親権者を禁治産者や

準！弍治産者のように、親権の全部もしくは・部の行使に

おいて不適当なものと位世づけ、jT・どもに対する権利侵

害を阻1トするという権利擁護的’ltM？｝を帯びることにな

る’、．

　児‘∬加祉分野では、児敢福祉法の改IEにより、保育所

が措置制度から選択利川制となったaこれがjt’ども自身

の権利擁護に役・γつかどうかは怪しい部分も多いが、少

なくとも保護者に選択権が制度11りに保障されたことは1’j’

定rl勺にとらえることができる’．t．t

　ところで、ゴ・どもの椛利に関する閃心を高めることと

なった児敬の権利に関する条約は、意思決定能力のある

∫・どもの能動的権利の保ISip．に特徴があるが、児1’i’ζ福祉界

’（「大きな関・L‘IPとなっているr・どもの虐待は、占典的な

∫・どもθ）権利であるr・どもの保護にかかわるものであ

る、

　すなわち、∫・どもの権利論においては、f’どもおよび

保護者の能動的権利が正当にそ．f使できないという側而

　（権利保障rl勺側lrlDと、イーどもの’受動的権利が侵害され．

ているという側而（権利擁：莫的側面）の、両極にある2

つの典型rl勺な課題が同時に検討される必要がある．、換ば

すれぱ’、親権者あるいは保護者はむろんのこと．社会的

機関（たとえば、児1’財目談所や児ri’亡福制．t施1没）もまた、

∫・どもの権利の擁護者であることを前提としつつも、時

には椛利の侵害者’となることもあることを意織しなけれ

川：界ソ）LE　：Wと母ヤ｝．

ばならないということである、

　これは、社会的機関は、まず第1に∫・どもの権利擁漫

・権利保障のために存在するが、その機関の対応の適］E

性を判断するためには、さらに第渚機関が必要である

ことを意昧している、tこれらのことをよく理解し、これ

を論ずる論者のウ：場がどこにあるかを把握しておかなけ

れば、どのような意昧で権利擁li隻’権利保障という、「．菓

を川いているのか、あるいは権利擁護・権利保1「eicシステ

ムに何を期待しているのかを理解することは困雑である

し、‘誤解が生じることになる／）

　3．児童養護場面における権利擁護・権利保障の意味

　　と課題

　『杜会稲祉基礎構〕宣改革について（中問まとめ｝」に

おいて、権利擁護・権利保障に関する内容が主として己

恨されているところは．社会福祉法人の項における「外

部監査の導人・情報μ｝1示による適LI；1な事業運営の碓

保1、サービスの利川の項における「個人が白ら選択し

それを提供者とσ）契約により利用する制度への転換、お

よび契約による利111が困難な」11｛lhがあるものへの特性に

応じた制度の確tt：．」、権利擁護の項における「成年後見

制度とあわせ、サービスの適1じな利川を援助するなどの

権利擁護制度を導人・強化．」、およびサービスの質の項

における「サービスの提供過程・評lllliなどの基準を設

け、州Ill的な第三者機関によるサービス評価の導入」、「．サ

ー
ビスに関する情報の開示・利用者等の意見反映の仕細．

みや第．．こ者機関による苦情処理」、1．外部監査・情報‖｝｜示

などをふまえ行政による監査のjE点化・効率化．1であ

7ab　，’

　本項では、権利擁護・椛利保障のうち基礎構造改革の

論点となっている上記の内容をlll心に、児1覧養護の典型

的場面を抽出しながら、その構造と意昧を検討する。

　1）児童相談所での相談場面

　児1’酬．1談所のイi：・IPは、1｝；！題状況を［E碓に把握し、」「・ど

もの権利を守るための適1ビな方法を講ずるところにあ

る．．その中で、］’・どもの権利侵害が疑わしいと杉えられ

る場合には、（1ノ門家としての判断に基づいて、一定の介

人を行う。いわば、問題の解決あるいは緩和に故もふさ
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わしいサービスを調整する、ケアマネジメント機関とし

て機能することになる。

　通常ここで行われる介入は、親と子の関係、さらには

児童相談所と親子との関係を良好な状態で継続的に維持

することを前提としている。その結果、強硬な行為はと

りにくくなる。一般に、児童福祉施設を利用する場合、

制度的には行政処分で当事者の意向が反映しないとされ

ているが、現実には、親子の了解を得るため、児童福祉

司はさまざまな工夫を行うことになる。決して強行的に

サービス提供をするわけではなく、ひたすら「説得」し

「了解」を求める作業に専念する。

　これが、保育所や商齢者サービスのように当事者が積

極的に求めることが多い領域と、できれば利用したくな

いと考えている児童養護領域との違いである。すなわ

ち、選択利用制はこの領域では親子がサービスを利用し

ないという決定を意味する場合が多く、このことは子ど

もの権利侵害状況を継続させることになる。措1ぼ制度の

存在意義の最も大きな点である。

　その説得が効を奏さず、かつ著しい権利侵害状況が継

続するとなると、児激福祉法28条などの強行的な措置を

講ずることになる。しかしながら、これは現場では検討

対象ではあっても、多くの場合実行に移されることはな

い。この28条の適用においては、確かに当事者の選択的

余地はほとんどなくなるが、逆にこれが子どもの権利擁

護の最終手段と考えられている。

　児竜相談所の相談場面は、能動的権利保陳というより

も、（lk￥には当事者さえ気づいていない）侵害されてい

る権利を擁護するための「説得」や「了解を得る」とい

う手続きである。その際には、侵害されているという判

断が妥当であるのか否か、あるいは「了解を得る」ため

に、親と子に対して、意図的な情報操作や情報提供をす

ることが妥当であるのか否かという微妙な問題を克服し

なければならない。とりわけ、後者の場合、情報開示を

親子から求められた場合などのことも想定しなければな

らず、ケース記録への記述方法も含め問題は複雑であ

るt，

2）児童相談所と児童福祉施設との関係

措置の際に、児童相談所からどのような情報が伝達さ
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れるかも、間接的にiT・どもの権利問題に影響を．与える。

すなわち、児童相談所がどのような方法、情報で親子を

説得し、r解にこぎ着けたかについて、児童福祉施設は

知っておかなければ、施設職貝が親子に向かいあった時

に問題が生じるということである。とりわけ、親と子に

対して共通の情報を提示していない場合などなおさらで

ある。

　一・般論としては、良心的に、包み隠さず情報を提供す

るべきであるという答えになるが、援助関係の維持・継

続あるいは援助目標の達成のために、情報を操作したほ

うが好ましい場合も実際にはある。また、前項の最後に

示したように、情報開示等への対応も考えると、児童相

談所は時には慎重になることも考えられる。たとえば、

記録されている以外の情報を伝えるのかどうかというこ

とになれば、実際には現場の判断に委ねられていると言

わざるを得ない。

　情報の中には、児童相談所が当該施設あるいはそこで

の生活をどのように伝えているかもポイントとなる。誤

’IW報を予防するには、　n頃から児童相談所は施設に関す

る情報を入手する努力をしなければならないし、逆に施

設もまた適切な情報を児童相談所に提供しなければなら

ない。

　さらに、児童福祉施設側にとっては、なぜその施設が

選択されたのか、どのようなケアを児童相談所が期待し

ているのかといったことを知ることも、長期的視点でみ

た場合には、子どもの権利擁護・権利保障にかかわる重

要な問題である。一・方で、複雑．な問題を抱えているケー

スなどでは、事前の情報により施設側が受け入牙．しに消極

的姿勢を示す場合もあり、ここでも一方的に全而提供と

いうわけにはいかない。

　以．Lのように、児童相談所と児童福祉施設との関係に

おいては、子どもの権利擁護・権利保障のために、「悩

報の交換」、「惜報の確認」、「援助日標の設定」など、間

接的な行為が行われることになる。

　3）児童福祉施設への入所場面

　実際に子どもが施設を利用することになった場合に

は、施設と親子の側で、再度児童相談所で行われたと同

様の作業が行われることになる。ただしここではすでに



親r・は施設人所を了解していることを前提としているの

で、力点は施設でのη三活あるいは大枠としての援助1｛．1’1山1

に関する「説明」と「相互確認」に置かれることになる。

児敢枇淡所と表面0勺には似通った『三続きをとっているよ

うに見えるが、ここでは梢極的な権利擁護・権利保附．T：

続きが行われているわけではないft

　この場面で．1∫t要なことは、前項に示した児童相談所か

らの情報と、YE・Cli：福祉施設が提供する情報にズレがない

かどうかということ、親と了・の施設生活に関する不安を

解消し、施設での生活を」’解できるかということであ

る。また、施設での生活の［．1標、援助計画の大枠を親子

と確認し合う第1回目の場面でもあるc．

　4）施設での生活中の場面

　児童福祉施設での生活は、既述のように了・どもの権利

擁護のために存在する、、親子が離れて生活する珂i山は、

ひとえにここに求めることができる。したがって、U々

の施設生活のソフト、ハードの充実、さらには千どもの

将来を見据えた援助H標に応じた実際の援助の遂行力の

向．11、すなわちサービスの質の向［r．が∫・どもの権利をよ

り擁護することになる。その叩には、当然のことながら、

意見ノξ明権に代表されるr・どもの能動的権利の保障も含

まれる。

　以ヒのように、施設生活そのものがr・どもの権利擁護

であるというのが大原則であるが、残念ながら、f’ども

の意思に反した行為や、．’r一どもの意思を尊厄しない行為

などの権利侵］1；二行為が行われることもある。施設職貝に

よる虐待などはその典型的な問題である、、このような問

題に対応するシステムも必要であり、これは当然のこと

ながら、援助閲係と利害の絡まない第一：者機閲に期待さ

れることになる。保護者のもつ施設生活への懐疑や問題

意識についても同様である。

　なお、施設退所後の問題も、このような枠組みの中で

考えることが‘1r能であるrt

　5）第三者機関

　児‘’i宝福祉サービスに1‖｛らず、すべての社会福祉サービ

スは、r・sl“」を前提にして成りtr．っている、、すなわち、

サービXそのものが、r一どもの権利擁護・権利保1｛｝歪のた

illr界σ）児償とi±ヤ1：

めに存在しているということである，，しかしながら、現

実には、人が司る機関であり、また逆戻りのできないサ

ー ビスであるがゆえに、意図的とは言わないまでも、f・

どもの権利を十分に擁護できなかったり、時には権利侵

害が起こることもある。

　本稿でも随所で必要性を指摘している第．：：者機関は、

このような時に、より中n勺立場で機能するもので、民

法において、後見制度に飛ねて、後見人の判断を監督す

る後見監督人制度が存イ1三するのと同様の趣旨のシステム

ということができる。

　第三者機関には、児竜相談所、児童福祉施設等の．1il・門

家1］tJ判断・行為の妥当性の判断、専門家の刊断・行為へ

の不服申し立ての窓1．1および判断などの機能が期待され

る，。

　4．おわりに

　杜会福祉基礎構造改革では、これ以外にも広い意味で

本稿のテーマに関連するものとして、社会福祉法人の運

営の健全化に資するための制度、あるいは地域杜会に向

けての情報発信と運営関「チなどの制度が検討されている

ようである。

　本稿で示したいくつかの論点を含め、2111｜：紀に向け

て、よりよい権利擁護・権利保障のシステムが確」ン：され

ることを期待するものであ70　．、

川

川陪害者悶係3審1液会f㌃「］‘1企lllli分科会「今子必の障害保伍蹄1洲施策e）あリノ∫

　について1．中則報｝‘；・）［t1997．12．　i））

i2）ここでいう「不当性川ユあくまでも、後見人選任のlc‘‘i求を行う’tl’llX’t二

　とOてであi）、ll：会的にこのような1rりWiカ「宏噛「1かfifか1こついてt，t、’丁1然

　のことながら京庭奴判所の審判に委ねられるものである．．

に｛1あくまでもこれは制度的梢釈であって、実態としては、高齢者も介S4　M・

　との関係において、「LどもとIlljじような関係になる場介もあることは’｝‘

　実である．．

｛．げ必質的な選択制には．4）．・一ビスの：tt（］tJ・質的確保、必’戎なA卜一ビスメ〔二

　．T．一の整偏、選択をtlえる情報111”t・と必嬰に応じた協働決定システム、

　サービス選択能ノ」の抑1’．1エンノtワメント）が必宴であり、保育制度で

　は、ノ汗受このような努力が必要である．．

＊イ《蘭脱稿後、社会lllltll基礎構造改1YC分fl．会から「亭1：会鶉1鴇1」11≒礎柵辺改・Y’：

を延めるにあた♂’て〔迫加意見　Jq998．12．8）が発衣された　ここで

は、権利擁1漫・t．‘利保陥について．さらに杜体的な提案が行われている。

合わせて．参杉にtt・れたい．．
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◎㊨⑳⇔＠㊥㊤㊥＠㊧⑳⇔⑳

児童ネ祉施nvの立場から
社会福祉基礎構造改革を踏まえて

特 集
子どもの権利擁護

　　　　　　　　　　ふく　しま　かず　　お

姓会綿の家噸福島雄

　1．はじめに

　「．児舵の権利に関する条約」の批准後、児革養護

施設の処迎内容、ノ∫法に対して、児～11！の権利侵害の

実態があるという内外からの厳しい批判を浴びてき

ている．，とくに現行の社会福祉基礎構1立改’Tl：の川

念、h’向の而議過程においても、サービス供給側の

利川者に対する権利侵害が、措置制度という構造か

ら産み川されるものという、”1場にたち、利川者とサ

ー ビス供給者との権利の対等を確保するために、改

bl

l’t：が必要であるとしている．，こうした了・どもの権利

擁護に関しては、施1没側は権利侵書者として位置づ

けられた論議が行政側1からも、学識経験者からも出

されているtt，

　施設現場ll｛llからも、1児竜の権利条約」批准以後、急

速にr・どもの処遇実態の見直しから、権利擁滋シス

テムの確ウ：の動きが胎動しはじめてきていることも

見逃せない。ただし、これもいまだ多数派とはいえない

状況にある．．‘こうした現状をみて、まず児童養護施設

において、児竜の権利擁護に関する姿勢の足跡を振

り返り、その先人たちの足跡のうえに、ン1って、施設とし

て児1’1［：の権利擁言芭のあり方について探っていきたい、t

　2．子どもの権利擁護に関する児童養護施設の足跡

　iii酸の児童福祉法成、フ1以後、施設の人所慰li：に関

するさまざまな施策等についての児巾養護施設の活

動は、その令国綱1織である全国養護施設協議会（Jl

ド、全養協という）が対応してきている、、そのなか

でも、児巾の権利擁護に関する対応の歴史は、他の

種別施設に比較しても、かなり先駆的な活動をSR　1；N

してきているといってもよいであろうu

　戦後の児・†〔福祉法成立後まもなく、児童福祉法第

5次改【トほ951年61］）において、法第47条の施設

長の親権代行権の削除をll，工生省は考えていたことか

ら、金養協は了・ど．もの人権視点から反対を表明し

て、撤回させた歴史がある，，’η時はいまだ、親権者

を失った∫・どもが多かったこともあり、また親権代

行権のもとに、r一どもの権利を守るべきだという意

見が強かった、．

　また同じ年の5JJ　5　M、公布された児散憲章につ

いては、その制定に果たした全養協の山島厳をはじ

めとしたメンバーの功績は、f砧大であ’、たと評fllliさ

れている．、J：どもの生イ∫二権保障という観点から、全

養協が1959年において「野犬1∫ll留所の野ノこの食費よ

りも施設児・†［の食費が｛lkい」と杜会に淋えて大きな

話題を呼んだ，そしてそれを契機にして、1フ社対策

運動が活発fヒしていった．こうした施設のj「一どもの

生活状況を、ソーシャルアクションにより世に訴え

たことなど1由1期的なことであった．．

　1968年は、児・’忙都祉法施イf20周年という記念すべ

き年であったり、i・rj時にil｛1際児童年の年でもあっ

た。この年、当時の全養協会長であった松島1〔儀は

∫児党福干止は「．14しt↓1：」　カ、　「イr征不1」」カ・というaus’ilに、乞
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